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ろう学校 
幼稚部 

ろう学校 
小学部 

ろう学校 
中学部 

ろう学校 
高等部 

 
小学校 

高等学校 

大学 

社会 

特別支援
学級 

 
中学校 

特別支援
学級 

幼稚園 

• 小学校、中学校のような特別な支援体制は存在しない 
• 大学のような学生ボランティアによる情報保障制度も確立し
ていない 

〔入試時〕 

 都立高校では障害による学力検査等実施上の特別措置は改善  

 ・個人面接     ⇒ 筆談 

 ・グループ討議 ⇒ 手話通訳＋板書 

〔入学後〕 情報保障の整備はされていない 

  ※判断は学校裁量、学校・教師への負担は無いことが前提  

高等学校での聴覚障害生徒への教育支援体制 

ろう学校 
専攻科 

1.1 高等学校での聴覚障害生徒への教育支援の現状 

自由な選択
はできない 

高等学校進学時に自由な選択はできない 
（自分の将来の夢をあきらめざるを得ない状況） 

【特別支援教育就学奨励費】 

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/event/d
ocuments/h25seminar12_data2_11.pdf 

対象外 
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教育機関 
特別支援学校 

（特別支援教育） 

一般学校 

公的支援 

その他支援 
物理的支援 

金銭的支援 

対学校 対ろう生徒 

大学 筑波技術大学 - 
国立大学法人運営費 
交付金 

私立大学等経常費 
補助金 

- 
障害学生支援室/学生
ボランティア等による 
各種支援 

高校 各ろう学校高等部 - - - その他個別の支援 

中学校 各ろう学校中学部 

特別支援学級/通級 
特別支援教育支援員 
各教育委員会や校長の
裁量による各種支援 

- - その他個別の支援 

小学校 各ろう学校小学部 

特別支援学級/通級 
特別支援教育支援員 
各教育委員会や校長の
裁量による各種支援 

- - その他個別の支援 

義務教育 

ろうの生徒が一般学校に通おうとした場合、小学校・中学校は、義務教育のの中で支援体制が存在。
また、大学は学校に対する金銭的支援が存在。一方、高校は、それらの支援体制が存在しない。 

1.2 特別支援教育における支援制度 
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2.1 授業支援の方法 
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手話通訳 

音声認識ソフト 

ノートテイク 

遠隔PC 
文字通訳 

手話通訳士が教室の前で教師の
会話を同時通訳。 

ノートテイカーが教室内にて教
師の会話を同時に文字に変換。 
手記またはPCによるノートテイ
ク。 

スマートフォンなどを使用し、
教室内の発言を文字として画面
上に表示。遠隔の文字通訳者が、
ネットワークを介して送られて
くる教師・生徒の発言の音声を
PCに打ち込み文字に変換。 

•現地に手話通訳士を配置する必要。 
•隣で行うため、非支援者にストレスがある。 
•通訳士の手話言語、通訳技術にばらつき、熟練した手話通訳士数が
少ない。 

音声認識ソフトにより、教室内
での音声情報を自動的に文字に
変換。 

•通訳者の確保が不要。 
•現地に通訳者がいないことから、被支援者へのストレスがない。 
•現時点では、認識率が低い（60%～80%程度）。誤認識の存在は、
例えば情報の正確な認識が必要な教育現場等には不向き。 
•今後も継続的な開発投資が必要。 

概要 特徴 

•文字通訳者は遠隔地に配置可能。通訳者の確保が容易化。 
•現地に通訳者がいないことから、被支援者へのストレスがない。 
•複数通訳者の対応により、かなりの部分の情報補足が可能。 
•通訳者は、一定の訓練が必要。ICT環境を確保する必要。 
★ＪＳＴ研究開発成果実装支援プログラムでの実績あり 

•現地にノートテイカーを配置する必要。 
•隣で行うため、非支援者にストレスがある。 
•情報の捕捉率は20%（PCを活用した場合でも25%程度） 
•高度な道具、スキルは必要としない。 

ICTの進展に伴い、情報支援を行う仕組みとして、遠隔でのパソコン文字通訳の実現や自動音声認識
ソフトの開発がされている。 

高い 
手話通訳士 
（現地） 

人件費 

高い 
ﾉｰﾄﾃｲｶｰ 
（現地） 

 

低い 
文字通訳者 
（遠隔地） 

不要 
 

開発途中 
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音声 
文字 情報支援 

（遠隔 連係入力） 

高等学校 教室 

リアルタイムで文字表示 
生徒のスマホ等端末 

文字通訳者 会社から 
（企業のCSR/社会貢献活動など） 

文字通訳者 自宅から 
（自由な時間に短時間参加など） 

T-TAC Caption *1 
NetCommons *2 

文字 

音声 情報から 

専用ＷＥＢページ 

*1遠隔情報保障システム（T-TAC Caption）：国立大学法人筑波技術大学が研究開発したシステム。 
*2遠隔運用支援システム/情報共有基盤（NetCommons）：国立情報学研究所が研究開発したシステム。  

音声 

文字 

情報共有 

<凡例>  

2.2 聴覚障害高校生への授業支援 
＜遠隔パソコン文字通訳システム概要図＞ 

サーバ 音声 

音声 
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平成２５年度は、２名の「ろう生徒」に対し高等学校で
試行実験で約５００時限/年間の授業支援を実施。 

１学期終了時、生徒２名・保護者２名、教師９名、文字
通訳者１６名、計２９名に対し、調査ヒアリングを行い
分析を実施 

評価は良好で効果があり、生徒から継続利用の希望
を受け、利用の継続は明らかになった。 

 

 

2.3 試行実験（平成25年度実績・平成26年度実施中） 

生徒 授業科目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 計 総計 

Ａ 都立 
高校 
１年 
 
男子 
 

国語総合 
   古典 
   現代 
英語（コミ） 
地理 
保健 

他 

10 
20 
11 
35 
20 
9 
5 

11 
25 
22 
45 
25 
11 
0 

5 
13 
14 
25 
13 
6 
0 

26 
58 
47 

105 
58 
26 
5 

325 

Ｂ 私立 
高校 
１年 
 
女子 

国語現代 
   古典 
科学 
地理 
保健 

他 

20 
3 

13 
21 
0 
2 

21 
0 

19 
29 
9 
0 

0 
0 

10 
19 
3 
0 

41 
3 

42 
69 
12 
2 

169 

計 単位時限数 169 217 108 494 時限 

表 高等学校での試行実験実施状況（平成25年度実績） 

平成２６年度は、４名の「ろう生徒」（高１×２名・高２×２
名）に対し、約１０００時限/年間（１０３４時限見込）の授
業支援を実施中。計約１５００時限の実績見込み。 

対象授業は、生徒の要望により、高１では、国語現代、
英語コミ、英語文法、生物、化学、科学、地理、現代社会
の８科目。高２では、国語現代、古典、英語コミ、物理、
現代社会、日本史、世界史、保健、家庭科の９科目等。 

授業以外でも入学後のオリエンテーション、部活動説明
会、修学旅行中の講話でも利用し、効果を得ている。 

ワイヤレスマイクを導入し教師の声がより確実に文字通
訳者に伝わりやすくなったことで、情報量が増え授業内
容がよりわかりやすくなったことで、生徒の積極的な授業
参加、情報支援の要求を促している様子。 

生徒一人当たりの授業支援は、平均すると約２５０時限/
年間、週１０時限程度とすると４００時限程度。授業形態
により不要なケースもある（板書中心の場合など） 

（独）科学技術振興機構（ＪＳＴ）社会技術研究開発セン
ター（ＲＩＳＴＥＸ）平成２６年度課題 研究開発成果実装支
援プログラム に採択。（平成２６年１０月より） 

http://www.ristex.jp/implementation/development/26ta
mada.html 
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評価項目 効果 備考 

生徒 ◎ 授業内容が理解、重要ポイント保障 
教科書口頭説明の授業中心 
板書中心は必要とは言えない 
無い時は、他生徒のノート・筆談協力 

成績も満足、継続希望 
全授業は不要 

教師 ◎ 負担は少ない、周囲の理解あり 
他の教師に勧めて良いと感じる 

ログを内容確認や自身
の振り返りに活用してみ
たい 

文字 
通訳者 

◎ 自宅から短時間参加は有効 
移動時間不要で時間が有効活用可 
スキル向上、社会貢献の達成感 

教科書事前配布は有効 
大学講義よりも比較的楽 

ｼｽﾃﾑ ◎ 簡単・確実な接続、再接続も容易 
高校授業に対する機能は充足 

情報 
共有 

◎ 予定確認や変更、資料・ログ共有有効 
生徒メッセージはモチベーションアップ 

文字通訳者のモチベー
ション 

2.4 試行実験の評価と考察（平成25年度）  

課題 内容 対策 

音声情報収集
不足 

他生徒が騒がしく教師の声が収集不可 
タイムラグによる文字表示の遅延 
他の生徒の質問内容が保障できない 

外部マイク等の対応検討 
（ワイヤレスマイク） 
生徒の質問の復唱 

授業に関する
事前情報不足 
教師へ協力 

直前、当日の時間割変更は混乱 
次回の授業範囲が不明 
わかりにくい語尾、タイムラグへの配慮不足 

事前情報の提供を依頼 
時間割変更時の早期連絡 
次回授業範囲の明示 
通訳者やタイムラグの配慮 

文字通訳者の
スキル不足 

質問時にタイムリーな対応ができない 
ディスカッション時にタイムラグ発生 
連係入力時のルール不明確 

有スキル者ノウハウ共有 
専門知識、分野の活用 
スキルアッププログラム 

緊急時の対応
体制 

当日不測の事態の連絡、対応体制の準備
不足 

待機可能な通訳者の確認 
文字通訳者の確保 

継続性（事業
採算性確保） 

利用生徒（保護者）負担も限界がある 
文字通訳者への報酬も必要 

何らかの支援制度の整備 

金銭以外のベネフィットで通
訳者報酬の抑制を検討 

システム改善 システムの更なる改善要求への対応 必要に応じ更なる改善実施 

（１）効果 （２）課題（今後の継続性） 

 

（３
）考
察 

 
 

①効果及び継続利用について 

・生徒/教師/文字通訳者の評価は良好で効果あり、生徒から継続利用の希望がある。  

・ろう生徒が希望する授業で、簡単・確実に利用でき、十分効果がある。 

・教師の負担は少なく、周囲も理解し協力的。評価は良好で継続利用可能。  

②在宅による文字通訳者の確保についても容易 

・育成した文字通訳者で対応も可能。簡単・確実な接続、在宅機能は充足している 

・有意義で効率的に参加、拘束時間短縮、交通費削減で人件費削減⇒人材確保容易。 

③適用可能範囲の拡大・他の障害種等に向けた取り組み 

・教師へのベネフィットを考慮したログ活用による授業の振り返り 

・他障害種・他教育分野への適用（発達障害・肢体不自由生徒へ文字情報・ログ提供） 

④今後の継続性について 

・技術的な課題もあるが、改善
や運用で対処が可能 

・文字通訳者の確保育成は在宅
ワーク（テレワーク）の活用 

・利用生徒（保護者）負担には限
界がある。 

⇒支援制度の整備が必要 
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2.5 試行実験スケジュール（ＪＳＴ実装支援プログラム） 
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2.6 試行実験 実施体制（ＪＳＴ実装支援プログラム）  

特定非営利活動法人 
  バイリンガル・バイカルチュラル 
       ろう教育センター（BBED） 

国立大学法人筑波技術大学 
障害者高等教育研究支援センター 

 
  三好茂樹 准教授 （0%) 
 
  ※技術支援協力のみ 

 
公益社団法人 
   こども環境学会 
 
  理事長 仙田満 
   （東京工業大学 名誉教授） 
 
  会長 小澤紀美子 
   （東京学芸大学 名誉教授） 
 
  
 

国立情報学研究所 
社会共有知研究センター  
センター長 
 
  新井紀子 教授 （0%) 
 
  ※技術支援協力のみ 

株式会社ウィズ・ワン 
 

実装活動実施体 

責任者 取締役 澤谷和孝 
 
(3)システム改善  
 ①生徒用連携アプリ開発 ②遠隔運用機能開発 
 ・システム整備 

実装責任者 代表理事 玉田雅己 

事務責任者 事務 板垣恵子 

実装チーフ 1~2名（約30%） 

実装担当者 約20名（文字通訳者） 

外
注
先 

(2)有識者評価 
・有識者によるモニター調査 
・倫理審査 
 
※各種指導・助言 
 

協同実装団体 

(1)実装試行実験 ・遠隔パソコン文字通訳 
(2)有識者評価  ・モニタ対応・倫理委員会 
(3)システム改善 ・仕様管理・外注管理 
(4)マニュアル整備 
  ・利用手引き・指導手引き 作成 
(5)制度化 ・広報・文字通訳者育成 
(6)報告書 ・年次報告・完了報告 

実装協力者※1 

実装協力者※1 

〔凡例〕 
 ※1：研究開発成果を創出した研究Ｇ 
 ※2：(数字)は実装活動計画に対応 
 ※3：(パーセント%)はエフォートを示す 
 
 
 

メンバー 約24名 

株式会社 アイセック・ジャパン 
 

 
責任者 代表取締役 一瀬 宗也 
 
(1)実装試行実験 
 ・遠隔パソコン文字通訳（授業支援） 
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2.7 他システムとの比較 

 
比較項目 

 
 

モバイル型遠隔情報保障シ
ステム（先行システム） 

 
 

遠隔パソコン文字通訳システ
ム（本システム） 

 
 
<参考>リアルタイム字幕付
与システム（京都大学） 

 
 
<参考> 
「こえみる」（ＮＴＴ） 

適用範囲 
実績 

◎大学等講義：実績あり 
 
◎遠隔（集合）対応可能 

◎高等学校：実績あり 
（H25年度：約500時間） 
◎遠隔（分散）対応可能 

○大学等講義：実績あり 
（事前学習で認識向上） 
△遠隔対応不明 

△ろう学校（小学部向け） 

△実証実験：ろう学校中学部に
も導入予定 

情報保障機能 
 

・モバイル型遠隔情報保障システ
ム(IPtalk等利用） 

○学生ボランティア、文字通訳者に
よる文字通訳（連係入力） 

・在宅入力遠隔情報保障システム
（T-TAC Caption利用） 

◎文字通訳者による高校生向け文
字通訳（連係入力） 

・音声認識システム 
（直接音声認識） 

△高校授業の発話スタイル、環
境により認識率は低下 

・音声認識システム 
（直接音声認識） 

△静かな教室前提 
△小学生程度の語彙 

運用機能 ○事務局で個別調整 
校内のため調整は容易 

◎遠隔運用支援システム 
（NetCommons活用） 

－不明 
 

○クラウドで利用制約は無い 
△情報共有する機能は無し 

文字通訳者 
検証修正者 

○集合作業（分散時は専門スキル
が必要） 

△利用ツールのスキル要（準備に
時間がかかる） 
◎編集機能は充実 

○携帯電話回線で安定だが音質
は良くない 

◎分散で容易に作業 

（自宅等で短時間参加可で要員確保
が容易、準備も簡単） 
 
○機能は高校用で必要機能 

○携帯インターネット回線で広帯域
ではあるが不安定時あり 

△認識結果を検証修正者が編集
しなおす。（認識率低下の場合は
修正量多い） 
－遠隔対応不明 

△認識結果は教師が確認し、 
 誤変換時は言い直し 
 

教師負担 ○電話やマイク等を持ちながら授
業 

◎通常授業どおりに実施（教師によ
り配慮はあり） 

△事前学習対応、マイク利用は
必須 

△負担大きい（確認と言い直し
は教師） 

生徒負担 ○事前操作に慣れが必要 
△文字通訳者へ連絡方法なし 

◎簡単操作 
〇文字通訳者へチャットで連絡 

－詳細不明 △短文・単語保障 
（誤変換時は混乱） 

高等学校適用 △集中作業で文字通訳者の拘束
時間が長くなる⇒コスト高 

◎分散で文字通訳者の拘束時間が
短く交通費も不要⇒低コスト 

△遠隔での実現性等詳細不明 
認識結果を検証修正者は必要 

×高等学校での実例は無 

音声認識技術を利用した機器やシステムの活用も考えられるが、授業のような様々な音が発生する環境で
の実用レベルには至っていない。今後、認識率が向上しても、授業内容の正確性を保障する上で、専門ス
キル要員（検証・修正者）の確保は必要であり、授業の場合の無人化は困難である。 

パソコン連係入力 音声認識技術利用システム 
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音声認識技術 録音技術 

音声認識エンジン 

①音声の特徴を
抽出 

②音素に変換 ③言葉に変換 ④最終評価 

音響モデル 認識辞書 言語モデル 

？？？ 

市販マイク 
(調整) 

特別支援
学級 

一般高校 

スマホ 
アプリ 

スマホのマイク 発話:１人 
利用者に 
カスタマイズ 

短い文章 簡単な日常会話 OK 

先生にピンマイクを
つけてももらう。 

発話:１人 
(授業：静寂) 

先生ごとにカス
タマイズが必要 

先生の講義 
板書と連動 

中学校の授業 

先生にピンマイクを
つけてももらう。 
(合理的配慮) 

？OK 

？？？ 

発話:１人 or 
    n人 
(私語あり) 

先生ごとにカス
タマイズが必要 
(複数科目) 

先生の講義 
生徒との会話 
板書と連動 

高校の授業 
(例)古典 
マ行:上一段活用 

一般高校の授業への適用に関しては、まだまだ課題がある。 
「音声認識 ソフト」google検索 
 ・ドラゴンスピーチ 
 ・ AmiVoice® 

 ・ Windows 付属音声認識ソフト 
「音声認識 学校」google検索 
 ・otomoji（オトモジ） 
 ・こえみる(NTTソフト) 

2.8 音声認識技術の課題 

※「こえみる」ＮＴＴソフトの開発者とも意見交換実施 
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3.1 聴覚障害高校生の人数 

  

・身体障害者手帳（聴覚障害）保有 高校生                    推定約２５００名 
           うち 重度難聴（２級＋３級：約６０％）            推定約１５００名 
 
 
・難聴学級（中学）の進路※① 東京都 都立８名＋私立８名＝１６名/年⇒全国約１６０名/年  
 特別支援学校（難聴）の進路※② 全国 高等学校１４名/年   ３学年  推定約５３０名 

 ※①平成18年度～22年度、5年間の平均/東京都教育庁 ※②平成23年度卒業/文部科学省 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1348283.htm  

文部科学省HP トップ > 教育 > 特別支援教育 > 特別支援教育について > 資料（デー

タ、通知、答申、報告書等） > データ > 特別支援教育資料関連 > 特別支援教育資料
（平成25年度） から抜粋 

【聴覚障害生徒】 
・単位：人 
・2013年5月1日現在 
・国立、公立、私立の合計値 

 
聴覚障害高校生   全国 推定 約５００名程度 
 
授業支援を望む生徒 
 （２０％を想定）   推定 約１００名～約５００名 
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• 手話通訳を利用した聴覚障害者への情報提供コスト                560万円/年 
 

  前提  一人あたり週10時限、年間400時限 
  1時限あたり通訳者2名 人件費＋交通費 計 14,000円 
     （社会福祉法人 神奈川聴覚障害者総合福祉協会 手話通訳者派遣費 より試算） 
 
• 一般高校における生徒一人あたり行政コスト (※)  124万円/年 

3.2 聴覚障害高校生 一人当たりの費用  

14 

聴覚障害高校生に年間４００時限（週１０時限程度）の授業支援を実施した場合の費用を試算 

ろう学校 

高等部 

手話通訳 

遠隔PC 

文字通訳 

• 東京都ろう学校4校における生徒一人あたりの行政コスト (※)   619万円/年 

• 遠隔PC文字通訳を利用した聴覚障害者への授業支援コスト 200万円/年 
 
      前提  一人あたり週10時限、年間400時限 
  1時限あたり通訳者2名 人件費計 5,000円 にて試算 
 
• 一般高校における生徒一人あたり行政コスト (※)  124万円/年 

合計 

619万円 

324万円 

684万円 

見積もり詳細 

※ 東京都教育委員会 平成24年度決算分都立学校バランスシート  

一般
高校 

http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001054412&cycode=0 

政府統計の総合窓口 e-Stat 地方教育費調査 > 平成２５年度 > 

地方教育費調査(平成２４会計年度) > 全国集計 > 総教育費 >教
育分野別在学者・国民一人当たり経費（年額）  

【教育分野別 
 一人当たりの経費】 

（単位：円） 
2014年6月26日公表  
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3.3 年間予算の試算 

〔参考〕私立大学経費補助金 
障害のある学生 一人当たりの金額 160万円/年 × 約1500名    約２４億円 
 
＜聴力障害＞ 
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の
話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの。 
 

私立大学経費補助金 平成25年度  取扱要領・配分基準（PDF) 
Ⅳの５の金額の増額措置（私立大学等経常費補助金特別補助）について  

http://www.shigaku.go.jp/files/s_hojo25y-2.pdf 
日本私学振興・共済事業団 私学振興事業本部 

〔試算〕 
 
聴覚障害高校生への授業支援 
 
  一人当たり 約２００万円/年 × 約１００名～約５００名  約２億～約１０億円  
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障害者差別解消法と合理的配慮   
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4.1 合理的配慮とは 

  
障害者基本法では、障害を理由とした差別を禁止。 障害者が社会的生活を営むうえで妨
げとなる社会的な制度や慣行（社会的障壁）について、実施に伴う負担が過重でない場
合、合理的な配慮を行わなければ差別にあたるとしている。 
 
障害者基本法第4条 
「1 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」 
「２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に 存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、そ
れを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなけれ
ばならない。」 

合理的配慮を行わないことがなぜ差別と位置付けられるのか？ 

障害のない人も、独力で日常生活や社会生活を送っているわけではない。すなわち、障害がない人々にも、人的サービス、
社会的インフラの付与などの支援＝配慮があり、この支援＝配慮を受けて、日常生活・社会生活を送ることができる。と
ころが、このような支援=配慮は、障害者 の存在を想定していないのが実情。 
 
例えば、学校設置者によって、大教室にマイクが設置され、その結果、学生は講義を聞く機会が与えられている状態では、
仮にマイクがなければ、学生は大教室での講義を聞くことができない。 
 
ところが、マイクやスピーカーなどの支援は、耳の聞こえない人々には利用できず、他の形式の支援がないと、講義の内
容を理解できない。これが、社会的障壁となる。 

支援を利用できる人々と、支援を利用できない人々とがいる状態において、支援
（配慮）の不平等が発生していることが差別と位置づけられる。 
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4.2 障害者関連法 

障害者関連法制（以下、弁護士による説明をもとに、聴覚障害に係るものを中心にまとめたもの） 

障害者基本法 
 

2011年8月 
一部改正、施行 

・障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する基本原則（理念法として位置付
け（実効性については他の法律に委ねられる）。 

 
・障害者がコミュニケーション手段や情報の取得・利用手段について選択の機会が確保され
ている必要がある（手話も言語として位置づけ）。 

障害者総合支援法 
 

2013年4月 
施行 

・市町村は、地域生活支援事業として、意思疎通支援（手話その他方法により意思疎通を行
うことへの支援）を行う者の派遣、用具の給付・貸与等を実施、意思疎通支援を行う者の
養成に取り組む。特に専門性の高い意思疎通支援を行うものの養成、派遣等は都道府県が
取り組む。 

・情報アクセス・コミュニケーションを権利として保証していないこともあり、教育現場
（学校）における支援は事実上対象外となっている。 

障害者差別解消法 
 

2016年4月 
施行予定 

・障害者に対する差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務とする。 
 
・合理的配慮は、行政機関は法的義務、民間は努力義務（施行3年後に見直しをする規定を
附則に）。 

障害者雇用促進法 
 

2016年4月 
一部改正、施行予定 

・事業主（行政、民間の両方を含む。大学を含む）が障害者を雇用する際には、合理的配慮
が義務付けられる。 
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4.3 「合理的配慮」のマッピング 

19 

情報特性(多い／専門的) 情報特性(少ない／一般的) 

伝達の方向性(固定的／一方向) 

伝達の方向性(流動的／双方向) 

各種窓口での筆談 

音声案内の掲
示板表示 

各種サービスのメール、
Faxでの申込み 

各種窓口で
の手話通訳 

支援員あり 支援員なし 

【色の凡例】 
テレビ放送の字幕 

職場や授業における
要約筆記・手話通訳 

音声認識ソフト
による通訳 

【 課題 】 
支援員には、翻訳以外に、適度
な要約や、専門知識の事前学習
等が必要となる。 
 
【現状の選択肢】 
・手話通訳 
・要約筆記 
 (ノートテイク) 
・要約筆記 
 (パソコン/パソコン遠隔) 

横軸に情報の特性を、縦軸に伝達の方向性をとり、合理的配慮事例をマッピングした。また支援員の有無で色分けした。 

職場における打合せや大学・高校の授業のように、専門的な情報を伝え、時には参加者が議論するような場合には、音声認識ソフトの実
用事例は少なく、手話通訳や要約筆記(ノートテイク、パソコン/パソコン遠隔)を行う場合にも、適度な要約や事前学習が支援員にも求め
られる。 

【 課題 】 
まだ実用化例が少ない。 

講演等の要
約筆記 

・情報特性 
 専門的、情報量も多い 
・伝達の方向性 
 双方向。 
 参加者による議論もあり。 
 (例：大学・高校の授業 
 や職場の打合せ) 
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4.4 要約筆記(ノートテイク) 

要約筆記（ようやくひっき）は、聴覚障害者への情報保障手
段の一つで、話されている内容を要約し、文字として伝える
ことをいう。 主に第一言語を手話としない中途失聴者・難聴
者などを対象とする。 要約筆記作業に従事する通訳者のこと
を要約筆記奉仕員（ノートテイカー）と呼ぶ。 あくまで聴覚
障害者のために「発話時点で要約し、通訳すること」を保障
するのであって、音声の記録行為とは異なる。 

(Wikipedia) 

概要 

【出典】日本学生支援機構 ノートテイクの基本知識 

 http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/p2_jitsugitext.pdf 

●準備が簡単 
 紙とペンだけなので準備が簡単。 

 

●早い 
 手書きなので早い。 

 
 

 

●保存に課題 
手書きの用紙なので、あとで
検索したりできない。 

・基本的に2人1組で行う。主に1人がノートテイクし    
(メイン)、もう１人はメインが書ききれなかったところや
間違いを記入する(サポート)。 

・ノートテイクは約10～15分で交代して行う。 
・ノートテークをするためには、以下のように座席をセッテ
ングする。(聴覚障害者の両サイド) 

・早く書くために、画数が多い感じはカタカナで書いたり、略
語を使う。 

・きれいに書く必要はなく、読みやすく要約して書く。 

学校の授業の場合 

例 
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4.5 要訳筆記（パソコン/パソコン遠隔） 

21 

 パソコン要約筆記は、パーソナルコンピュータをプロジェク
タに接続し、音声情報をパソコンにテキスト入力し、テキスト
をスクリーン上に提供する要約筆記である。入力システムの単
語登録機能により作業効率が向上し、他の要約筆記に比べ圧倒
的に多い情報提供量が特徴である。入力システムには、IPtalk、
ITBC2、tach、RTD2、まぁちゃんなど、専用のソフトウエェ
アを用いるほか、ワードプロセッサやテキストエディタなど、
汎用のソフトで行う方法もある。文章の入力方法には、単独で
入力する「一人入力」のほか、複数の人で1文を完成させてゆ
く「連係入力」という方法がある。(Wikipedia) 

概要 

【出典】埼玉パソコン要約筆記サークル「彩caps」 http://www5e.biglobe.ne.jp/~tzq/sai_caps/ 

●情報量が多い 
 辞書登録等を行うことで、情報提
供両が多い。 

●検索等が行える 
 テキスト化されているので、検索
等も行える。 

●利用者が複数でも行える 

 ネット接続で、複数で利用可能。 

●遠隔地でも行える 
 インターネット等の接続で、利用
者、話者、入力者が遠隔でもOK. 

●コストが高い 
 紙を使う要約筆記に比べ、パソコ
ンはネットワークの整備が必要。 

●パソコン知識が必要 
 一般的な要約筆記知識・能力のほ
か、確実なタッチタイピング能力、
パソコン・ネットワーク・専門ソ
フトに対する知識を要求される。 

●トラブルへの対応が必要 
パソコンやネット接続でトラブル
が発生することがあり、スピー
ディな対応が必要 

 

情報保障形態のいろいろ 

ノートPCのLAN接続形態 

(複数利用者) 

ノートPCのLAN接続形態 

インターネット利用し、
利用者が遠隔地の形態 

情報保障の表示のいろいろ 

Mobile機（PDA） プロジェクタ 

大型映像装置 
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4.6 手話通訳 

手話を使って聴覚障害者と健聴者のコミュニケーションを仲介
すること。また、それを行う人。異なる音声言語や手話言語（国際
手話・フランス手話・イギリス手話・アメリカ手話・日本手話・韓国
手話など）を翻訳してコミュニケーションを仲介すること。 

【手話通訳士】 

社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施する手話通
訳技能認定試験に合格し、手話通訳士の登録を行った者、およ
びその資格名称。厚生労働大臣認定資格。手話技術によって、
聴覚障害者と健聴者（聴覚に障害のない人）が円滑にコミュニ
ケーションをはかれるように支援する。 

(デジタル大辞泉) 

概要 

【出典】社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター 

  http://www.jyoubun-center.or.jp/ 

●高い通訳精度 
 教室で同席している通訳者が 

 通訳するため、精度は抜群。 

 

●手話通訳の資格制度あり 
 厚生労働省の認定資格。 

 

 

●コストが高い 
 生徒１人につき1人の手話 

 通訳者が常に同席する必要。 

 

概要 

手話通訳士 

●登録者合計：3,271(手話通訳士名簿 H26.7.1更新) 

 

●手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験） 
 ◆学科試験 
  (90分) 
  ・障害者福祉の基礎知識 
  ・聴覚障害者に関する基礎知識 
  (90分) 
      ・手話通訳のあり方 
      ・国語 
  ◆実技試験  
  ・聞取り通訳（音声による出題を手話で解答） 
  ・読取り通訳（手話による出題を音声で解答） 
  ◆受験手数料 
  18,000円 

塩尻市議会での手話通訳の例 
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参考 文部科学省予算   
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参考1 文部科学省の平成26年度予算 
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参考2 特別支援教育就学奨励費(負担金・補助金・交付金) 
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